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平成２９年の年頭にあたり、組合員ならびにご家族の皆様に謹んで新春のお慶びを申し上げます。
また、昨年中は平素から関係各位の皆様方より格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は１１月に組合会議員選挙が行なわれ、新しい議員の皆様が選出されました。向こう２年間に

わたり高知県市町村職員共済組合の定款の変更、予算・決算の決定など、本共済組合の業務運営の方
向を決定する重要な役割を果たしていくこととなります。
また、１２月１日に行なわれました役員選挙におきまして、引き続き理事長に選出いただきました。

これまでの経験を踏まえて、また新たな気持ちで、理事並びに議員各位とともに、組合員とご家族の
生活の安定と福祉の向上に最善の努力を傾注する所存でございますので、皆様方のご支援とご協力を
賜りますよう心からお願い申し上げます。
共済組合では、社会保障の変革期の中、税番号制度（マイナンバー）への対応に関し、個人情報の

適正な取扱いについて取り組んでおり、地方公務員制度の一環として、年金・医療・福祉事業が一体
的かつ効率的に運営されている共済制度が堅持されますよう全国市町村職員共済組合連合会をはじめ
関係団体等と連携した取り組みを進めて参ります。
医療に関しましては、財政状況の健全化を確保するため、短期給付財政の安定化に資するための計

画（データヘルス計画）を策定し、医療費の増嵩対策として、統計資料の作成・配布や、特定健康診
査・特定保健指導の実施推進など積極的に取り組んでおりますので、組合員並びにご家族の皆様には、
疾病の予防・早期発見・早期治療あるいはジェネリック医薬品の利用促進など、引き続きご協力をお
願いいたします。
また、本組合の宿泊施設「高知共済会館 COMMUNITY SQUARE」は、組合員並びにご家族の皆様

の福利厚生施設として、サービスの向上、経営改善に努め、営業活動を強化し運営しておりますので、
より一層、ご利用くださいますようお願いいたします。
年頭に当たり、皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、新年のごあいさつとさ

せていただきます。

理事長

板原　啓文
（土佐市長）新年のごあいさつ
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新新新新たたたたなななな地地地地共共共共済済済済年年年年金金金金情情情情報報報報ＷＷＷＷｅｅｅｅｂｂｂｂササササイイイイトトトトががががリリリリニニニニュュュューーーーアアアアルルルルさささされれれれままままししししたたたた。。。。

新たな地共済年金情報Ｗｅｂサイトは、被用者年金制度の一元化を踏まえた以下の内容で、リニュ
ーアルされました。
なお、平成２７年３月３１日まで稼働しておりました従前の地共済年金情報Ｗｅｂサイトにてご利

用いただいておりましたユーザＩＤ・パスワードについては、失効しておりますので、再度利用申込
する必要があります。
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組合員のみなさまが退職されると、退職した日の翌日から被扶養者も含め何らかの医療保険制度

に加入する必要があります。

再就職される方は、その再就職先が医療保険制度の適用事業所であり、かつ、加入要件を満たし

ている場合は、その医療保険制度に加入することとなりますが、それ以外の方については、加入す

る医療保険制度を検討のうえ選択していただくことになります。

加入することができる医療保険制度として、
①　当組合の「任意継続組合員制度」

②　国民健康保険

③　家族の医療保険制度（被扶養者として加入）

などがあります。このうち、当組合の「任意継続組合員制度」は、病気やケガなどをしたときに、在

職中とほぼ同様の給付を受けることができる制度で、以下のとおりとなっています。

（加入要件） 退職日の前日まで引続き１年以上組合員であった者

（加入期間） 退職後２年間（途中で資格喪失もできます）

（加入手続期間） 退職日から起算して20日以内

（加入手続方法） 「任意継続組合員資格取得申出書」を所属所の共済事務担当者を経由して提

出してください（現職時の組合員証・被扶養者証・高齢受給者証も一緒に返

却してください）

（給付） 在職中と同様に短期給付事業を受けられます（一部の給付除く）

（被扶養者） 退職時に被扶養者として認定されていた方は引き続き被扶養者として認定い

たします

＜掛金について＞　…　平成29年度の掛金率は未定

掛金には医療費等に係る短期掛金と介護保険制度に係る介護掛金があります。

・短期掛金＝標準報酬月額×100.22／1000（平成28年度率）

・介護掛金＝標準報酬月額×11.44／1000（平成28年度率）

（介護掛金は、40歳以上65歳未満の方が該当となります）

＊計算の基準となる標準報酬月額とは、①と②のいずれか低い額です。

①　退職時の標準報酬月額

②　9月30日における全組合員の平均標準報酬月額

（平成29年度は360,000円）

＊平成28年度の短期・介護掛金月額の上限額

短期掛金＝36,079円　　介護掛金＝4,118円

３月末に退職される皆様へ

退退退退 職職職職 後後後後 のののの 医医医医 療療療療 保保保保 険険険険 制制制制 度度度度
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選手宣誓

高知市役所
ソフトボール部
河添由馬さん

平成２８年１０月１日（土）、県下７ブロックの代表チームが春野運動公園に集結し、第４９回ソフトボール大会が
開催されました。予定しておりました９月２２日（木）の開催が、雨天のため当日直前中止となり、お集まりいただい
た各チームの皆様には大変ご迷惑をお掛けしました。また１０月１日は３グラウンド全ての確保ができず、決勝戦は
日を改め１０月１５日（土）の開催となりました。再々度とお集まり頂き、また日程変更により参加調整ができなかっ
たチームもあり、大変申し訳ございませんでした。
１０月１５日の決勝戦は「高吾北広域町村事務組合」と「ファミリー中村」の対戦となりました。試合は１点を争

う好ゲームとなり、結果は４対３で「高吾北広域町村事務組合」が昨年に引き続いて優勝されました。おめでとう
ございます。平成２８年度のソフトボール大会は、幾度と春野運動公園へお集まりいただく結果となり、皆様大変
お疲れ様でした。本大会の開催にあたりましてご協力をいただきました関係者の皆様、参加選手及び大会を盛り
上げてくださいました応援の皆様、大変ありがとうございました。

優勝 高吾北広域町村事務組合 準優勝 ファミリー中村

第第4949回市町村職回市町村職員員ソソフフトトボボーールル大会開催大会開催

優勝　高吾北広域町村事務組合
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文文文文化化化化教教教教養養養養講講講講座座座座をををを開開開開催催催催ししししままままししししたたたた！！！！！！！！
平成28年10月８日（土）高知共済会館にて、文化教養講座を開催しました。
この講座は、「食と健康」をテーマとし、それぞれの専門家に講演・講習をご依頼し、組合員（会員）

及び被扶養配偶者の知識や教養を高めていただくために企画された講座です。

○　講演『お口を大切に』

高知検診クリニック　尾崎　登喜雄（医師）様を講師にお招きし、口の内のさまざまな病気につい
て学びました。
衝撃的な写真や専門用語で、大学の講義を受けている感覚でしたが、時折ユーモアも含まれた楽
しい講演となりました。

【参加者の皆様の感想】

専門的な言葉が多くて大学の授業を受けている様で
したが、終わりの方はだんだん面白くなり勉強にな
りました。

あまり意識することの無かった口腔について初めて
スポットを当てる機会となりました。ただ内容（専
門用語）が難しかったです。あと解剖図がちょっと
怖かったです。

専門用語・実際の疾病の写真等、専門職であれば聞
きなれた見慣れた事なので、とても勉強になりまし
たが、一般の専門職以外の方には難しかったのでは
ないかと思います。もう少し分かりやすい講話だと
もっと面白かったのではと思います。

とてもベストなタイミングでした。ちょうど「30日間トライアル」を終了したばかりです。個人
的に歯周予防として歯科を受診しています。歯・口に関しての講話を聞ける機会はあまり無いの
で、参加できて良かったです。尾崎先生のお話は面白く、退屈になる間も無かったです。

専門的で、症状の重い症例を見る事
ができ、「歯みがきは大切」以上の
インパクトと危機感を持ちました。
勉強になりました。尾崎先生ありが
とうございました。

最初は少し眠かったけど、だんだん
引き込まれました。病気の予防にも
口腔が大切なんだと改めて感じ、最
近歯医者さんにかかってないから、
近々行ってこなくてはと思いまし
た。
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○　テーブルマナー講習

ザ・クラウンパレス新阪急高知の　井上　智賀　様を講師に迎え、フルコース（洋食）のテーブ
ルマナー全般について講習を行いました。
今回講師をお願いしました井上様は、日本ソムリエ協会認定ソムリエであられ、「高新文化教室」
でもマナー講師をされております。新鮮で楽しいひと時となりました。

勉強になりました。でもメインが秋刀魚と骨付鳥はいただけません。牛肉が食べたい。シャンパ
ンも欲しかった。この様な基本のテーブルマナーなら、次回には組合員の扶養に入っている子供
も対象にして頂きたいです。私達いい年の大人より、子供にこそ学んでもらいたいテーブルマナ
ーでした。

【参加者の皆様の感想】

初めてでしたが、とても勉強になりま
した。説明が上手でした。お料理も美
味しかったです。フランス料理のフル
コースを頂く機会があれば、少しは自
信を持って行けそうです。

日頃、骨付の魚や肉をナイフとフォークを使って
食べる事がないので、勉強になりました。バナナ
をナイフとフォークでもビックリでした。やさし
い講師の方のお話は大変分かり易く、お料理も満
足でした。

講習らしく、魚料理が特に勉強になりまし
た。次回は是非、日本懐石で実施して頂き
たいです。

魚及び肉について、骨の取り除き方の説明
が特に役立った。料理については美味しく
頂けた。

今までの講師の先生も良かったですが、今回の講師の
方は、非常にさわやかに皆様の質問に対応して下さり、
魚料理等の難しいテーブルマナーに分かり易く解釈し
て下さいました。とても楽しく講習を受けることがで
きました。

後の質問がいらないくらい細か
い事まで教えて頂いて、良く分
かりました。食事の方も色合い
も良く、とっても美味しかった
です。
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健 診 対 象 者 数
健 診 受 診 者 数

3,622 
3,123 

平成27年度分
特定健診・特定保健指導実施報告について

平成28年10月31日に平成27年度の特定健診・特定保健指導の国への報告が完了しました。
当組合の受診状況等は以下のとおりとなっていますので、ご参照ください。

１　特定健診結果

平成27年度の特定健診受診率を上に、平成25年度から3年間の特定健診受診率の経年変化を下
に表しました。
まず、平成27年度の特定健診対象者の合計受診率は、男性86.2%、女性79.4%、全体で82.6%でした。

前年比で男性3.1%増、女性2.1%増、全体で2.6%増となり、全体の受診率は経年変化でも横ばい傾向
が続いています。達成目標である受診率80%をかろうじてクリアした結果となりましたが、現職組合員・
被扶養者別の受診率は、それぞれ91％、44％となっており、依然として被扶養者の受診率が低迷して
いる状況が続いています。
当組合としても、被扶養者受診率向上のための方策を来年度以降も引き続き検討していきます。
また、組合員のみなさまも、ご自身の健康管理のために、年1回の健康診断として、短期人間ドックま

たは事業所健診等をより一層ご利用いただきますようお願いします。

報 告 項 目 男性 女性 合計
4,141 
3,288 

7,763 
6,411 

※ この数値は、被保険者（組合員＋被扶養者）
数より算出しています。
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２　特定保健指導結果

上に特定健診の受診者数に対する対象者の割合と特定保健指導実施（終了）率を、下に特定健
診の受診率と特定保健指導対象者数・終了者率の経年変化を表しています。
平成27年度の特定保健指導の指導終了率は27.4%と前年度比約9.1％減の結果となりました。これ
は、平成27年度はいったん保健指導利用を開始したものの、中途脱落者が比較的多く出た影響と考
えられます。
巡回型保健指導は、人間ドック受診後に保健指導を利用していない組合員を対象に、直接所属所

を訪問して行っています。訪問することが保健指導への関心を高めることとなり、利用率の向上に寄
与していると思われますが、あくまで人間ドック後に引き続き保健指導を利用いただくことが基本となっ
ていますのでよろしくお願いします。
また、巡回型保健指導を行っていない所属所の組合員及び被扶養者については、利用券配付に
よる受診勧奨を行うことにより、引き続き保健指導終了率向上を図っていきます。

※　この数値は、被保険者（組合員
＋被扶養者）数より算出しています

報 告 項 目 男性 女性 合計
積極的支援対象者数 514 95 609 
積極的支援終了者数 62 10 72 
動機付け支援対象者数 261 201 462 
動機付け支援終了者数 130 91 221 



（10）

当組合では平成29年度も特定健診及び特定保健指導を実施する予定です。
組合員・被扶養者の特定健診受診方法は以下のとおりです。
特定保健指導については、例年どおり、人間ドック受診後の利用（一部の健診機関を除
く）、高知市在住の被扶養者に係る特定健診受診後の利用とあわせ、その他の受診者には
随時利用券を送付させていただく予定です。

【特定健康診査の受診方法】
１　組合員
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）
当組合が3月（新規採用者等は、4月）に一斉募集を行う予定ですので、その際に受診申込みを
してください。
②　組合員が所属している所属所にて実施される事業所健診

実施時期等については、お勤めの所属所の担当者にご確認ください。
※　①または②を受診することで、特定健診を受診したことになりますので積極的な受診をお願い
します。

２　被扶養者
①　短期人間ドック利用助成事業（当組合実施の保健事業）

対象は被扶養配偶者に加え、40歳以上の被扶養者となります。
当組合が3月（新規採用者等は、4月）に一斉募集を行う予定ですので、その際に受診申込みを
してください。
②　成人病精密検査（当組合実施の保健事業）
上記１のBの事業所健診の日程を利用し、同日同場所にて受診を希望する被扶養者を対象に健

診を実施（一部の所属所は除きます。）します。健診実施時期の約１ヶ月前に、当組合より対象
被扶養者に案内文書を送付します。
実施時期等については、事業所健診を実施する所属所の担当者にご確認ください。

③　特定健康診査（高知市在住者のみ）
高知市在住の被扶養者の方を対象に、９月から１１月の間に健診を実施しています。
７月中旬頃に対象被扶養者に案内文書を送付します。

④　特定健康診査（市町村が実施する住民対象の健診）
在住の市町村が住民を対象に特定健診を実施していますので、健診日程・場所等について市町

村役場に確認の上、受診予約をしてください。なお、その際に必要な特定健診受診券は当組合よ
り発行しますので、当組合へ申請を行ってください。申請用紙がない場合は、各所属所の共済担
当者または共済組合にお申し出ください。
⑤　特定健康診査（医療機関が実施する健診）

集合契約に基づく指定医療機関が一般の方を対象に特定健診を実施していますので、希望する
医療機関に直接受診予約をしてください。受診券の申請方法は、上記④と同様です。

※１　①から⑤のいずれかを受診することで、40歳から74歳の方は特定健診を受診したこととなり
ます。なお、①から⑤の健診を重複して受診することはできません。

※２　任意継続組合員及びその被扶養者の方は、④または⑤のいずれかにより受診できるようにな
っています。
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～～～～育育育育児児児児・・・・介介介介護護護護休休休休業業業業法法法法がががが改改改改正正正正さささされれれれまままますすすす～～～～
小さなお子さんや、介護が必要な家族を抱えながら仕事を続ける方々の「ワーク・ライフ・バラン

ス」を推進するために、平成２９年１月１日より改正されます。

※対象家族の範囲は、配偶者（事実婚を含む）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉

妹及び孫です。

※差額の発生する方につきましては、後日、自動で追加給付を行います。

育児休業などが取得できる対象は、

法律上の親子関係がある実子・養子

現　行

特別養子縁組の監護期間中の子、養

子縁組里親に委託されている子等も

新たに対象

改正内容

１．育児休業等の対象となる子の範囲の拡大

２．介護休業の分割取得

介護を必要とする家族（対象家族）

１人につき、通算９３日まで原則１

回に限り取得可能

現　行

対象家族1人につき通算９３日まで、

３回を上限として、介護休業を分割

して取得可能

改正内容

３．介護休業手当金給付割合の変更

◎開始が平成２８年７月以前の場合
給付割合が４０／１００……給付上限相当額（日額）７，７１８円

◎開始が平成２８年８月以降の場合
給付割合が６７／１００……給付上限相当額（日額）１２，９２７円

現　行

◎開始が平成２８年７月以前の場合
給付割合が４０／１００……給付上限相当額（日額）７，７１８円

◎開始が平成２８年８月以降の場合
給付割合が６７／１００……給付上限相当額（日額）１４，２０７円

に遡及適用されます。

改正内容
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被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者資資資資格格格格確確確確認認認認調調調調査査査査かかかからららら
８月から実施しました被扶養者資格確認調査につきましては、お忙しい中ご協力いただきましてあ

りがとうございます。

共済組合では、被扶養者の資格要件が継続しているかを確認するため、毎年、「被扶養者資格確認

調査」を実施しております。

平成28年度調査は、『19歳以上の被扶養者および18歳以下の扶養手当不該当者』を対象に実施しま

した

内容をみてみますと、パート・アルバイト等による月々の収入が、月額での認定基準を超えたこと

により認定の取消しとなった事例が見受けられました。

この場合、３か月連続で基準額を超えた月の初日に遡って扶養取消しとなりますのでご注意くださ

い。取消日以降に医療機関等を受診していた場合は、共済組合が負担した医療費等を返還していただ

くことになります。

組合員の皆様には、日頃より被扶養者の収入を確認していただき、被扶養者が取消の要件に該当し

た場合は、すみやかに所属所の共済事務担当者へ申し出ていただきますようお願いします。

収収収収入入入入基基基基準準準準ににににつつつついいいいてててて

扶養認定における収入は、所得税法上の所得の捉え方とは異なり、非課税所得も含まれます。

また、1月から12月（暦年）や、4月から翌年3月（年度）という定まった期間の収入ではなく、被

扶養者の要件を備えた日以降、どの時点からも将来に向かって恒常的に得ることが見込まれる収入と

なります。（退職金などの一時所得は、恒常的な収入には含まれません。）

区分

収入限度額

年額
月額

（年額÷12）
日額

（月額÷30）

下記に該当しない方 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満

・障害年金受給者

・ 60歳以上の公的年金受給者
180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

● 〔収入限度額〕

・雇用保険法による基本手当を受給の場合等は、日額限度額での判断となります。
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● 〔パート・アルバイト収入について〕

月々パート・アルバイト収入を受けている方は、月額で判定することになるため、月額の限度額

（108,334円未満、又は150,000円未満）で認定の判断をします。

収入には、諸手当を含んでください。

● 〔事業収入の捉え方〕

事業収入（小売業・飲食業等）は、総収入から社会通念上その事業を行うために必要と共済組合

が認めた経費を控除した金額で収入を計算します。（所得税法上で認められる必要経費とは異なり

ます。）

認認認認定定定定取取取取消消消消ととととななななるるるる事事事事例例例例

A就職等により健康保険等の被保険者になったときには、認定取消となります。

B雇用契約書において、限度額以上の場合は、就職日から認定取消となります。

C雇用形態（時給・勤務日数等）の変更により、月額の限度額以上となった場合は、雇用契約の変

更日から認定取消となります。

別別別別居居居居ししししてててていいいいるるるる被被被被扶扶扶扶養養養養者者者者ににににつつつついいいいてててて

被扶養者が別居している場合は、組合員が継続して負担していることが必要になります。被扶養者

資格確認調査の際に送金額を確認させていただきます。

援助額の手渡しは認めておりません。必ず、ＡＴＭ明細や通帳などにより確認させていただくこと

になります。
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短短短短時時時時間間間間労労労労働働働働者者者者のののの健健健健康康康康保保保保険険険険適適適適用用用用拡拡拡拡大大大大ににににつつつついいいいてててて

被扶養者がパート・アルバイト等をされている場合はご注意を！

被扶養者が健康保険の適用となったら、取消申告をする必要があります。

平成28年10月1日から、特定適用事業所(※１)に勤務する短時間労働者（※２）は、新たに健康保

険の適用対象となりました。

健康保険の適用対象（被保険者）となった方は、収入額が認定基準額(年額130万円・月額108,334

円)未満であっても、共済組合の被扶養者となることはできません。

被扶養者がパート・アルバイト等をされており、今回の制度改正に伴い健康保険の適用対象（被保

険者）となった場合は、被扶養者の取消申告が必要です。

被扶養者の取消申告は、「被扶養者申告書」に被扶養者証及び新たに健康保険に加入したことがわ

かる書類（保険証のコピー等）を添えて、所属所の共済事務担当係を経由して共済組合へ提出してく

ださい。

※　1 特定適用事業所

同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数合計が常時500人を超える事業所

※　2 短時間労働者

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下のA～Dの全てに該当する方

A　週の所定労働時間が20時間以上であること

B　雇用期間が1年以上見込まれること

C　賃金の月額が8.8万円以上であること

D　学生でないこと

健康保険の適用対象（被保険者）となるかどうかは、お勤め先の事業所の規模や個々の雇用条

件等により異なります。被扶養者のお勤めの総務担当や人事担当等にご確認ください。

被扶養者の資格を喪失しているにもかかわらず、共済組合の被扶養者証を使用して医療機関などを

受診した場合、共済組合が負担した医療費を返還いただくことになりますのでご注意ください。
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セセセセルルルルフフフフメメメメデデデディィィィケケケケーーーーシシシショョョョンンンン税税税税制制制制のののの創創創創設設設設にににに伴伴伴伴うううう

証証証証明明明明書書書書のののの発発発発行行行行ににににつつつついいいいてててて
平成28年度税制改正において、セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチＯＴＣ

薬控除制度が、平成29年1月1日より創設される予定となっています。当該制度の概要は以下のとおり
となりますが、控除を受ける要件として、個人が「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一
定の取組（特定健診、予防接種、定期健康診断、人間ドック等）」を行っている必要があります。
一定の取組を行っていることについては、受診結果通知等を添付することで証明することが可能で

すが、当組合の保健事業を利用している場合には当該通知等では不十分な場合が想定されています。
このため、組合員からの申請に基づき、一定の取組に係る証明書を当組合（医療保険者）において

交付することができることとなっています。確定申告において、受診結果通知等が不十分であると指
摘を受けた場合等は、当組合までご連絡くださるようお願いします。

□　セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の概要
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、スイッチＯＴＣ医薬品（医療用から転用された医

薬品でかぜ薬、胃腸薬、内服薬、貼付薬等）を年間12,000円以上購入した場合、その超えた部分が医
療費控除の特例の対象となる制度です。
ただし、当該制度の対象となるためには、個人が「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として

一定の取組（特定健診、予防接種、定期健康診断、人間ドック等）」を行っている必要があります。
一定の取組を行ったことを証明するためには、受診結果通知等を確定申告の際に税務署にあわせて

提出することとなりますが、個人で受診した健康診査は一定の取組には該当しないとされていますの
でご注意ください。

□　当組合（医療保険者）の対応
組合員が当組合の保健事業を利用して一定の取組を行った場合、受診結果通知等に当組合や事業所

（勤務先）の名称について記載がない場合があります。その場合、確定申告の際の証明書類として使
用することが困難となりますので、当組合において証明を行うこととなります。
そのようなケースに該当する場合は、所属所を通じて証明依頼の申請を行っていただきますようお

願いします。

宿泊利用助成契約施設の閉館について

当組合の県外契約宿泊施設「弓ヶ浜荘（米子市）」及び「ホープスターとっとり（鳥取市）」につき

まして、諸般の事情により、平成29年1月31日で営業を停止し、平成29年3月31日をもって閉館するこ

ととなりましたのでお知らせします。

□　弓ヶ浜荘 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4-6-12 TEL 0859-22-7476

□　ホープスターとっとり 〒680-0834 鳥取県鳥取市永楽温泉町556 TEL 0857-26-3311
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◆定例積立
◆賞与(ﾎﾞｰﾅｽ)積立
◆臨時積立…随時預入れ可能。(窓口で現金の預入れ、または銀行振込）
※四国銀行・高知銀行から手数料無料で送金できる共済貯金専用の振込用紙をご利用ください。
振込用紙は所属所の共済組合事務担当係にあります。

「積立貯金一部払戻請求書」に必要事項を記入、押印し、所属所の共済組合事務担当係へ提出して
ください。
◆送金先：共済組合へ登録されている口座
◆締切日と送金日：下記の積立貯金一部払戻予定表でご確認ください。
◆同月内の払戻：どちらか1回のみ
(注意)締切日は当日必着完備（FAX不可）の取扱いとなります。不備による再提出が締切日を過

ぎますと次回に繰り下げとなりますので、お急ぎの場合などは早めの提出をお願いします。
※書類不備例：お届出印と相違・印が不鮮明・残高不足・金額訂正等です。確認のうえ、送付く
ださい。
是非この機会に簡単・便利・安心で有利な積立貯金をご利用ください!!

平 成 29 年 積 立 貯 金 一 部 払 戻 予 定 表

一部払戻(毎月2回)

積 立 方 法

給料、賞与(ﾎﾞｰﾅｽ)から控除｝

○平成29年3月末退職される積立貯金者様へ
平成29年3月末退職される積立貯金加入者様で、3月分まで積立られた場合の積立解約送金日

↓

平成29年4月25日
※退職されてから送金日まで日数がありますが、ご了承ください。

年利　1.35％
（平成29年1月現在）

毎月の給料やボーナスから控除される、便利な積立貯金をご存知ですか？

この機会にぜひ、加入をご検討ください。

貯貯貯貯金金金金係係係係かかかかららららおおおお知知知知ららららせせせせととととごごごご案案案案内内内内
○積立貯金をはじめませんか？

１回目 ２回目 １回目 ２回目

1 月 締切日 5  日 18  日 7 月 締切日 4  日 18  日
送金日 16  日 30  日 送金日 14  日 28  日

2 月 締切日 6  日 15  日 8 月 締切日 4  日 18  日
送金日 16  日 27  日 送金日 17  日 30  日

3 月 締切日 6  日 17  日 9 月 締切日 5  日 15  日
送金日 16  日 30  日 送金日 15  日 28  日

4 月 締切日 4  日 17  日 10 月 締切日 3  日 18  日
送金日 14  日 27  日 送金日 16  日 30  日

5 月 締切日 2  日 18  日 11 月 締切日 6  日 16  日
送金日 16  日 30  日 送金日 16  日 29  日

6 月
締切日 6  日 19  日

12 月
締切日 5  日 15  日

送金日 16  日 29  日 送金日 15  日 27  日
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平成29年貸付金・自動車購買立替金振込日のお知らせ平成29年貸付金・自動車購買立替金振込日のお知らせ

月
第 1 回 第 2 回 第 3 回

決定通知送付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

１３日
１０
１０
１１
１２
９
１１
１０
１２
１３
１０
１２

１８日
１５
１５
１７
１７
１５
１８
１７
１５
１８
１５
１５

１７日
１４
１４
１８
１６
１６
１９
１８
１９
１７
１４
１５

２４日
２１
２２
２１
２３
２１
２４
２３
２２
２４
２１
２１

２４日
２１
２４
２１
２３
２３
２５
２５
２２
２４
２４
２２

３０日
２７
３０
２７
３０
２９
２８
３０
２８
３０
２９
２７

振　込　日 決定通知送付 振　込　日 決定通知送付 振　込　日

自動車購買立替金制度をご存じですか！
※申込額が５０万円を超える場合は、連帯保証人が必要です。（連帯保証人は組合員期間１年以上の方）

自動車購買立替金制度は、自動車だけでなく原付・自動二輪もご利用いただけます。

福祉企画課物資係　@０８８－８２３－３２１5

注意点

・申込書の締切日は毎月１０日
・振込日は貸付金の第3回と同日
・ 購入する自動車の使用者は申込人（または配
偶者）名義

・申込みは登録後２ケ月以内
・ 既に販売業者に購入代金を支払い済みの場合
は対象外

・個人の方から購入される場合は対象外

※ 現在立替金制度をご利用いただいている方は、該当の
車両を下取りに出すか残額を一括払込すれば、新たな
車両について立替金制度を利用することができます。

◆ご用意いただくもの◆

自動車購買立替金申込書

車検証のコピー

（250cc以下の場合は軽自動車届出済証又
は軽自動車税申告書）
（125cc以下の場合は原動機付自転車標識
交付証明書）
戸籍謄本（使用者名義が配偶者の場合のみ）

◆ご利用いただける方◆

組　合　員

※利率は変動利率で
平成２９年１月現在のものです。

年　利３.０％
便利な給料控除

◆ご融資金額・返済期間◆

３００万円以内・６年以内

（毎月の返済金額が基本給の３０％以内）
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＊共済組合の貸付をご利用のみなさまへ

＊未加入の方はぜひご加入ください。

団体信用保険「だんしん」 債務返済支援保険

【事業内容】

組合員の方(借受人)を対象とした生命保険事
業です。借受人が償還中に万一死亡又は高度障
害となった場合、保険金により債務を相殺し、
退職手当をご本人及びそのご家族のために確保
することができます。

【対象者】

貸付申込時に加入しなかった者で、月末残高
が１０万円以上あり、かつ告知事項に合致する
者。

【特約保証料】（保険料）

毎年９月末の貸付金残高を基準に算定し、残
高１０万円に対し月額２０円です。
※例：残高２００万円の場合
200万円÷10万円×20円＝月額400円
400円×12ヵ月＝年額4,800円

【保険金の支払い】

貸付金の未償還残高相当額

【申込方法】

所定の申込書により、共済事務担当者を通じてお申し込みください。
【徴収方法】

特約保証料及び保険料の12ヶ月分(前払い)を口座振替により徴収します。
【保険適用開始日】

申込日（告知日）の属する月の翌々月1日
※例：申込日（告知日）2017年1月10日の場合

保険適用日2017年3月1日

＊詳しくは所属所担当課に備えていますパンフレットをご覧ください。
<お問合せ先> 高知県市町村職員共済組合　福祉企画課　貸付係　電話088-823-3215

【事業内容】

病気や傷害により就業不能となった場合、貸
付の返済金相当額を保険金としてお支払いする
制度です。債務返済支援保険のみの加入はでき
ませんので、「だんしん」と併せてお申込みくだ
さい。

【対象者】

だんしんを同時に申し込まれる者で、告知事
項に合致する者。

【保険料】

平均返済月額１万円に対し、月額９９円です。
※例：平均返済月額2万円の場合

2万円÷１万円×99円＝月額198円
198円×12ヵ月＝年額2,376円

【保険金の支払い】

毎月償還：毎月の返済額
ボーナス併用：年間返済予定額÷１２
※３０日の免責あり。
※支払い期間は３年を限度とする。

団体信用生命保険事業団体信用生命保険事業

「「だだんんししんん」」ののごご案案内内ですです。。












	

